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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動端末装置から報告される受信品質に応じた伝送条件を第１チャネルにより伝送する
基地局装置を含む無線伝送システムにおいて用いられる前記移動端末装置であって、
　前記基地局装置からの前記第１チャネルの受信処理において該基地局装置からの前記伝
送条件を取得する第１チャネル受信処理手段と、
　前記基地局装置からの信号の測定結果から取得された受信品質を前記基地局装置へ送信
する受信品質送信手段と、
　所定の受信品質と当該受信品質に応じた伝送条件とを予め対応付けたテーブルから、前
記受信品質送信手段により送信した前記受信品質に対応する前記伝送条件を取得する伝送
条件取得手段と、
　前記第１チャネル受信処理手段により得られた前記伝送条件及び前記伝送条件取得手段
により得られた前記伝送条件のうちのいずれか一方を用いて前記基地局装置からの第２チ
ャネルの受信処理を行なう第２チャネル受信処理手段と、をそなえる、
ことを特徴とする、移動端末装置。
【請求項２】
　前記第２チャネル受信処理手段は、前記基地局装置からの信号の測定結果が閾値以下で
ある場合、前記伝送条件取得手段により得られた前記伝送条件を用いて前記第２チャネル
の受信処理を行なう、
ことを特徴とする、請求項１記載の移動端末装置。
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【請求項３】
　前記受信品質送信手段により送信した前記受信品質を保持する保持手段をさらにそなえ
、
　前記伝送条件取得手段は、前記基地局装置からの信号の測定結果が閾値以下である場合
、前記保持手段により保持されている前記受信品質を用いて、前記テーブルから対応する
前記伝送条件を取得する、
ことを特徴とする、請求項２記載の移動端末装置。
【請求項４】
　前記第１チャネル受信処理手段は、前記基地局装置からの信号の測定結果が閾値以下で
ある場合、前記第１チャネルから前記伝送条件を取得する処理を停止される、
ことを特徴とする、請求項１～３のいずれか１項に記載の移動端末装置。
【請求項５】
　前記第１チャネル受信処理手段は、前記基地局装置からの信号の測定結果が閾値以下で
ある場合、所定期間において前記第１チャネルの受信処理を停止される、
ことを特徴とする、請求項１～３のいずれか１項に記載の移動端末装置。
【請求項６】
　前記第２チャネル受信処理手段は、前記基地局装置からの信号の測定結果が閾値を超え
る場合、前記第１チャネル受信処理手段により得られた前記伝送条件を用いて前記第２チ
ャネルの受信処理を行なう、
ことを特徴とする、請求項１～５のいずれか１項に記載の移動端末装置。
【請求項７】
　前記受信品質送信手段により送信する受信品質と当該受信品質を受けて前記基地局装置
が前記第１チャネルにより伝送する伝送条件との対応付けについて該基地局装置との間で
予めネゴシエーションするネゴシエーション制御部をさらにそなえた、
ことを特徴とする、請求項１～６のいずれか１項に記載の移動端末装置。
【請求項８】
　移動端末装置から報告される受信品質に応じた伝送条件を第１チャネルにより伝送する
基地局装置を含む無線伝送システムにおいて用いられる前記移動端末装置における受信制
御方法であって、
　前記基地局装置からの受信信号の信号強度を取得し、
　前記取得した信号強度が閾値を超える場合、前記基地局装置からの前記第１チャネルの
受信処理において該基地局装置からの前記伝送条件を取得し、
　前記取得した信号強度が閾値以下である場合、所定の受信品質と当該受信品質に応じた
伝送条件とを予め対応付けたテーブルから、当該信号強度に基づいて決められる受信品質
に対応する前記伝送条件を取得し、
　前記取得した伝送条件を用いて前記基地局装置からの第２チャネルの受信処理を行なう
、
ことを特徴とする、受信制御方法。
【請求項９】
　前記取得した信号強度が閾値以下である場合、前記第２チャネルの受信処理に供される
ハードウェア資源の動作を停止させる、
ことを特徴とする、請求項８記載の受信制御方法。
【請求項１０】
　移動端末装置と当該移動端末装置から報告される受信品質に応じた伝送条件を第１チャ
ネルにより伝送する基地局装置とを含む無線伝送システムであって、
　前記基地局装置からの受信信号の信号強度を取得する信号強度取得部と、
　前記取得した信号強度が閾値を超える場合、前記基地局装置からの前記第１チャネルの
受信処理において該基地局装置からの前記伝送条件を取得する第１伝送条件取得部と、
　前記取得した信号強度が閾値以下である場合、所定の受信品質と当該受信品質に応じた
伝送条件とを予め対応付けたテーブルから、当該信号強度に基づいて決められる受信品質
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に対応する前記伝送条件を取得する第２伝送条件取得部と、
　前記第１伝送条件取得部または前記第２伝送条件取得部により取得された前記伝送条件
を用いて前記基地局装置からの第２チャネルの受信処理を行なう受信部とをそなえる、
ことを特徴とする無線伝送システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動端末装置及び同装置における受信制御方法並びに無線伝送システムに関
し、例えば、移動通信システムにおける伝送方式の一つであるＨＳＤＰＡ（Hi-Speed Dow
nlink Packet Access）伝送方式を採用したシステムに用いて好適な技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　３ＧＰＰ（3rd Generation Partnership Project）で、第３世代移動通信システムの１
つの方式であるＷ－ＣＤＭＡ（Wideband-Code Division Multiple Access）方式の標準化
が行なわれている。そして、標準化のテーマの１つとして下りリンクで最大約１４Ｍｂｐ
ｓの伝送速度を提供するＨＳＤＰＡが規定されている。
　ＨＳＤＰＡでは、適応符号化変調方式を採用しており、例えば、ＱＰＳＫ（Quadrature
 Phase Shift Keying）変調方式と１６値ＱＡＭ（Quadrature Amplitude Modulation）方
式とを基地局、移動端末装置（以下、移動局ともいう）間の無線環境に応じて適応的に切
り換えることを特徴としている。
【０００３】
　また、ＨＳＤＰＡは、Ｈ－ＡＲＱ（Hybrid Automatic Repeat reQuest）方式を採用し
ている。Ｈ－ＡＲＱは、移動局が基地局からの受信データについて誤りを検出した場合に
、移動局からの要求により基地局からデータの再送が行なわれ、移動局は、既に受信済み
のデータと、再送された受信データとの双方を用いて誤り訂正復号化を行なうことで特徴
付けられる。このようにＨ－ＡＲＱでは、誤りがあっても既に受信したデータを有効に利
用することで、誤り訂正復号の利得を高め、再送回数を抑えている。
【０００４】
　ＨＳＤＰＡに用いられる主な無線チャネルには、ＨＳ－ＳＣＣＨ（High Speed-Shared 
Control Channel）、ＨＳ－ＤＳＣＨ（High Speed-Downlink Shared Channel）、ＨＳ－
ＤＰＣＣＨ（High Speed-Dedicated Physical Control Channel）がある。
　ＨＳ－ＳＣＣＨ、ＨＳ－ＤＳＣＨは、双方とも下り方向（即ち、基地局から移動局への
方向）の共通チャネルであり、ＨＳ－ＳＣＣＨは、ＨＳ－ＤＳＣＨにて送信するデータに
関する各種パラメータ（Ｌ１情報）を送信する制御チャネルである。各種パラメータとし
ては、例えば、どの変調方式を用いてＨＳ－ＤＳＣＨによりデータを送信するかを示す変
調タイプ情報や、拡散符号の割当て数（コード多重数）、ＨＳ－ＤＳＣＨのプロセス番号
、送信データが再送分であるかどうかを示すための再送／新規インジケータ、送信データ
に対して行なうレートマッチングのパターン等の情報が挙げられる。
【０００５】
　また、ＨＳ－ＳＣＣＨでは、複数の拡散符号（例えば４つ）を利用して複数の移動局に
対して同時に制御信号を送信可能であり、移動局では、ＵＥ－ＩＤ（User Equipment - I
Dentity）により、上記複数のＨＳ－ＳＣＣＨのうち、自局宛のＨＳ－ＳＣＣＨを判定す
ることができるようになっている。
　一方、ＨＳ－ＤＰＣＣＨは、移動局から基地局への方向である上り方向の個別の制御チ
ャネルであり、ＨＳ－ＤＳＣＨを介して受信したデータの受信可、否に応じてそれぞれＡ
ＣＫ信号、ＮＡＣＫ信号を移動局が基地局に対して送信する場合に用いられる。なお、移
動局がデータの受信に失敗した場合、例えば、受信したデータがＣＲＣ（Cyclic Redunda
ncy Check）エラーである場合等は、ＮＡＣＫ信号が移動局から送信されるので、基地局
は再送制御を実行することとなる。
【０００６】
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　その他、ＨＳ－ＤＰＣＣＨは、基地局からの受信信号の受信品質（例えばＳＩＲ：Sign
al to Interference Ratio）を測定した移動局が、その結果をＣＱＩ（Channel Quality 
Indicator）として基地局に送信するためにも用いられる。基地局は、受信したＣＱＩに
より、下り方向の無線環境の良否を判断し、良好であれば、より高速にデータを送信可能
な変調方式に切り換え、逆に良好でなければ、より低速にデータを送信する変調方式に切
り換える（即ち、適応変調を行なう）。
【０００７】
　ＨＳＤＰＡにおいて、データ量の少ないＨＳ－ＤＳＣＨデータは、データ量の多いデー
タに比べて、レートマッチング前後の比率が小さくなり、伝送特性が良くなる傾向にある
。
　即ち、ここでいう、「レートマッチング前後の比率」とは、例えば図９に模式的に示す
ように、送信側（基地局）におけるレートマッチング処理に関し、レートマッチング前後
の比率＝情報ビット長÷レートマッチング後のビット長、という関係式で表されるもので
あり、この「レートマッチング前後の比率」の値が小さいほど、少ない情報を大きなビッ
ト長の送信データに冗長して送信するために１ビット当たりの送信電力比率が高くなり、
伝送特性が良くなるのである。
【０００８】
　これに対し、ＨＳ－ＳＣＣＨにおけるデータは、送信する際の情報ビット数が一定であ
るため、ＳＩＲが小さい通信環境では、上述のＣＱＩに基づいた送信制御を行なったとし
ても、伝送効率はほぼ改善されずに悪いままである。
　このため、下記特許文献１には、ＨＳ－ＳＣＣＨの受信状態が劣化した場合に、ＨＳ－
ＳＣＣＨの送信パワーを上げることが開示されている。
【０００９】
　また、下記特許文献２には、移動局から送信されてくるＣＱＩにオフセットを加えて調
整することにより、ＨＳ－ＤＳＣＨのＢＬＥＲを一定にするような、移動局側における送
信制御が開示されている。
　さらに、下記特許文献３には、移動局から基地局に対する制御情報を効率よく送信する
ことが開示されている。
【００１０】
　また、下記非特許文献１には、上記従来技術が開示されている。
【特許文献１】特開２００４－３１２５３０号公報
【特許文献２】特開２００５－３１８４７０号公報
【特許文献３】特開２００２－３６９２５８号公報
【非特許文献１】3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Grou
p Radio Access Network; Physical layer procedures (FDD) (Release 7) (3GPP TS 25.
214 V7.0.0 (2006-03))
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　ＨＳＤＰＡ受信においては、ＨＳ－ＳＣＣＨ受信を行ない、その中のパラメータを抽出
した上でＨＳ－ＤＳＣＨ受信を行なうが、伝播環境及びＨＳ－ＳＣＣＨ／ＨＳ－ＤＳＣＨ
の符号化方式の相違などにより、ＨＳ－ＳＣＣＨは受信できないが、ＨＳ－ＤＳＣＨが受
信できる環境が想定され、ＨＳ－ＤＳＣＨの取りこぼしが生じるという課題がある。
　以下、課題およびその周辺技術について説明する。
【００１２】
　〔１〕 ＨＳＤＰＡにおけるチャネル構成及びそのタイミング関係
　図４は、ＨＳＤＰＡにおけるチャネル構成及びそのタイミング関係を示す図である。な
お、Ｗ－ＣＤＭＡは、符号分割多重方式を採用するため、各チャネルは符号により分離さ
れている。また、図示しないが、移動局においてチャネル推定、セルサーチ、同一セル内
における他の下り物理チャネルのタイミング基準として利用されるチャネルであり、いわ
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ゆるパイロット信号を送信するためのチャネルであるＣＰＩＣＨ（Common Pilot Channel
）、や、報知情報を送信するためのチャネルであるＰ－ＣＣＰＣＨ（Primary Common Con
trol Physical Channel）も設けられている。
【００１３】
　図４に示すように、各チャネルは、１５個のスロットにより１フレーム（１０ｍｓ）を
構成している。
　ここで、ＨＳ－ＤＳＣＨのフレームの先頭は、ＨＳ－ＳＣＣＨに対して２スロット遅延
しているが、移動局がＨＳ－ＳＣＣＨを介して変調方式情報を受信してから、受信した変
調方式に対応する復調方式でＨＳ－ＤＳＣＨの復調を行なうことを可能にするためである
。また、ＨＳ－ＳＣＣＨ、ＨＳ－ＤＳＣＨは、３スロットで１サブフレームを構成してい
る。
【００１４】
　ＨＳ－ＤＰＣＣＨは、上り方向のチャネルであり、その第１スロットは、ＨＳ－ＤＳＣ
Ｈの受信から約７．５スロット経過後に、ＨＳ－ＤＳＣＨの受信結果を示すＡＣＫ／ＮＡ
ＣＫ信号を移動局から基地局に送信するために用いられる。また、第２、第３スロットは
、適応変調制御のためのＣＱＩ情報を定期的に基地局にフィードバック送信するために用
いられる。ここで、送信するＣＱＩ情報は、ＣＱＩ送信の４スロット前から１スロット前
までの期間に測定した受信環境（例えば、ＳＩＲ測定結果）に基づいて生成される。
【００１５】
　〔２〕　ＨＳ－ＳＣＣＨで送信されるデータの内容及び符号化手順
　ＨＳ－ＳＣＣＨで送信されるのは、例えば次の（１）～（７）に示すデータである。各
データは、主に、対応する（２スロット遅れの）ＨＳ－ＤＳＣＨの受信処理に用いられる
。
（１）Ｘccs（Channelization Code Set information）
（２）Ｘms（Modulation Scheme information）
（３）Ｘtbs（Transport Block Size information）
（４）Ｘhap（Hybrid ARQ Process information）
（５）Ｘrv（Redundancy and constellation Version）
（６）Ｘnd（New Data indicator）
（７）Ｘue（User Equipment identity）
　ここで、（１）のＸccsは、ＨＳ－ＤＳＣＨでデータを送信する際に用いる拡散符号を
示すデータ（例えば、マルチコード数とコードオフセットの組み合わせを示すデータ）で
、７ビットで構成される。
【００１６】
　（２）のＸmsは、ＨＳ－ＤＳＣＨで用いる変調方式がＱＰＳＫ、１６値ＱＡＭのいずれ
かであることを示すデータで１ビットで構成される。
　（３）のＸtbsは、ＨＳ－ＤＳＣＨで伝送されるデータのトランスポートブロックサイ
ズ（ＨＳ－ＤＳＣＨの１サブフレームで送信するデータサイズ）を算出するために用いら
れるデータで、６ビットで構成される。
【００１７】
　（４）のＸhapは、Ｈ－ＡＲＱのプロセス番号を示すデータで、３ビットで構成される
。
　基地局は、ＡＣＫ信号，ＮＡＣＫ信号を受信するまでは移動局において先に送信したデ
ータの受信可否の判断ができないが、ＡＣＫ信号、ＮＡＣＫ信号を受信するまで次の新規
のデータの送信を待つと伝送効率が低下するため、ＡＣＫ信号、ＮＡＣＫ信号の受信前に
次の新規パケットを送信する。
【００１８】
　しかし、移動局においては、Ｈ－ＡＲＱを採用するため、再送がなされた場合に、既に
受信しているどのデータと合成すべきかを認識する必要がある。そこで、サブフレームで
送信するデータの各々にプロセス番号（例えば、０，１，・・・，７の最大８）を定義し
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、プロセス番号が同一番号を示す場合に、対応するＨＳ－ＤＳＣＨのデータどうしを合成
可能としている。逆にいうと、移動局が、前回のＨＳ－ＤＳＣＨのデータ受信によりＣＲ
Ｃチェックを行ない、ＮＡＣＫ信号を基地局に送信し、基地局から再送データを受信する
までに、最短でも６ＴＴＩ（Transmission Time Interval）（ここで、１ＴＴＩ＝２ｍｓ
）要するため、６ＴＴＩ未満の時間では再送データの合成を行なってはならないことにな
る。
【００１９】
　（５）のＸrvは、ＨＳ－ＤＳＣＨの再送時におけるレートマッチングパターン、コンス
タレーション再配置の種別を示すデータで、３ビットで構成される。
　（６）のＸndは、ＨＳ－ＤＳＣＨの送信ブロックが新規ブロックか再送ブロックかを示
すデータで、１ビットで構成される。なお、ＨＳ－ＤＳＣＨの送信ブロックが新規ブロッ
クである場合は、上述のＨ－ＡＲＱ処理は行なわれない。
【００２０】
　（７）のＸueは、移動局の識別情報を示すデータで、１６ビットで構成される。
　〔３〕　符号化（復号化）処理
　図５は、上記データの流れを模式的に示す図である。図５において、１００が基地局（
ＢＴＳ：Base Transceiver Station）を示し、２００が移動端末装置（ＭＳ：Mobile Sta
tion）を示している。なお、移動端末装置２００を単に移動局２００ということがある。
【００２１】
　この図５に示す基地局１００は、その要部に着目すると、例えば、ＣＲＣ付加部１０１
と、ターボ符号化部１０２と、１ｓｔレートマッチング部１０３と、バーチャルＩＲ（Vi
rtual Incremental Redundancy）バッファ１０４と、２ｎｄレートマッチング部１０５と
、物理ＣＨ（チャネル）マッピング部１０６とをそなえて構成される。
　このような構成を有する基地局１００では、移動局２００宛の送信データが、ＣＲＣ付
加部１０１に入力され、ＣＲＣチェック用のＣＲＣ符号を付加される。次いで、上記送信
データは、ターボ符号化部１０２に入力されて、誤り訂正符号化処理（ここではターボ符
号化処理）が施される。
【００２２】
　そして、ターボ符号化された送信データは、１ｓｔレートマッチング部１０３により、
後段のバーチャルＩＲバッファ１０４の所定領域に収まるデータ量となるように、所定の
アルゴリズムにより所定ビットを削除するパンクチャ（間引き）処理や、所定ビットを繰
り返すことによるレピテッション処理が施されて、データ量の調整が行なわれた上で、バ
ーチャルＩＲバッファ１０４にタイミング調整のために一時的に保持される。
【００２３】
　その後、バーチャルＩＲバッファ１０４から送出された送信データは、２ｎｄレートマ
ッチング部１０５により、後段の物理ＣＨマッピング部１０６でのマッピング（割り当て
）対象の物理チャネルの１サブフレーム内に収容できるデータ量となるように、パンクチ
ャ処理やレピテッション処理などを施されて、データ量の調整が行なわれた上で、物理Ｃ
Ｈマッピング部１０６に入力される。
【００２４】
　そして、物理ＣＨマッピング部１０６では、２ｎｄレートマッチング部１０５によりデ
ータ量の調整された送信データを物理チャネルにマッピングし、マッピングされた送信デ
ータは、図示しない送信アンテナを通じて移動局２００に向けて送信される。
　一方、移動局２００は、その要部に着目すると、例えば、物理ＣＨ（チャネル）分離部
１０７と、２ｎｄレートデマッチング部１０８と、バーチャルＩＲバッファ１０９と、１
ｓｔレートデマッチング部１１０と、ターボ復号化部１１１と、ＣＲＣチェック部１１２
とをそなえて構成される。
【００２５】
　かかる構成を有する移動局２００では、基地局１００から送信された信号が図示しない
受信アンテナを通じて物理ＣＨ分離部１０７へ入力され、物理ＣＨ分離部１０７にて受信
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物理チャネルが識別、分離（デマッピング）されて、有効データが抽出され、２ｎｄレー
トデマッチング部１０８に入力される。
　次いで、２ｎｄレートデマッチング部１０８では、送信側（基地局１００）における２
ｎｄレートマッチング部１０５により施されたレートマッチング処理（パンクチャ処理や
レピテッション処理によるデータ量調整）とは逆の処理に対応したレートデマッチング処
理（データ量調整）を受信データに施す。当該レートデマッチング処理後の受信データは
、バーチャルＩＲバッファ１０９にタイミング調整のために一時的に保持されたのち、１
ｓｔレートデマッチング部１１０に入力される。
【００２６】
　１ｓｔレートデマッチング部１１０では、上記バーチャルＩＲバッファ１０９からの受
信データについて、送信側（基地局１００）における２ｎｄレートマッチング部１０５に
よるレートマッチング処理（パンクチャ処理やレピテッション処理）とは逆の処理に対応
するレートデマッチング（データ量調整）を施す。
　当該レートデマッチング処理された受信データは、ターボ復号化部１１１により、ター
ボ復号（誤り訂正復号）され、次いで、ＣＲＣチェック部１１２により、ＣＲＣチェック
処理を施され、既述のように、そのＣＲＣチェック結果が正常（ＯＫ）であればＡＣＫ信
号が、異常（ＮＧ）であればＮＡＣＫ信号がそれぞれ基地局１００へ送信されることにな
る。
【００２７】
　〔４〕　データ復調／復号処理
　図６はＨＳ－ＳＣＣＨ及びＨＳ－ＤＳＣＨの受信タイミング及び各種処理タイミングを
示す図である。なお、説明を簡単にするために、プロセス番号「１」（Process No. 1）
のデータについてのみ図示しているが、他のプロセス番号のデータについても同様である
。なお、図６では、プロセス番号は「０」～「５」の繰り返しとしている。
【００２８】
　まず、例えば、プロセス番号「１」のスロット番号＃０～＃２において、移動局２００
が基地局１００から送信されたＨＳ－ＳＣＣＨを受信し、ＨＳ－ＳＣＣＨの前半部に含ま
れるＸueを抽出して、このＨＳ－ＳＣＣＨが自局２００宛のものであるかどうかをプロセ
ス番号「１」のスロット番号＃１において判定する。そして、自局２００宛のＨＳ－ＳＣ
ＣＨであれば、移動局２００は、当該受信ＨＳ－ＳＣＣＨの後半部から、変調方式、コー
ド多重数パラメータなどのＨＳ－ＤＳＣＨ復調用のパラメータと、トランスポートブロッ
クサイズ、レートマッチングパラメータなどのＨＳ－ＤＳＣＨ復号用の各種パラメータと
を抽出して、次のプロセス番号「２」のスロット番号＃０において、前記ＨＳ－ＳＣＣＨ
の受信から２スロット遅れで受信されるＨＳ－ＤＳＣＨについての復調及び復号設定を行
なう。
【００２９】
　そして、前記ＨＳ－ＳＣＣＨの受信開始から２スロット遅れて、即ち、プロセス番号「
１」のスロット番号＃２～プロセス番号「２」のスロット番号＃１において、ＨＳ－ＤＳ
ＣＨが受信されると、移動局２００は、次のプロセス番号「３」のスロット番号＃０にお
いて、前記ＨＳ－ＤＳＣＨ復調設定に従って、当該受信ＨＳ－ＤＳＣＨの復調処理を行な
い、また、ターボ復号化部１１１により、前記ＨＳ－ＤＳＣＨ復号設定に従って、当該受
信ＨＳ－ＤＳＣＨの復号処理を行なうのである。
【００３０】
　このとき、復号されたＨＳ－ＤＳＣＨのＣＲＣチェック部１１２によるＣＲＣチェック
結果が正常であれば、移動局２００は、基地局１００に対してＡＣＫ信号を送信し、そう
でない場合は、基地局１００に対してＮＡＣＫ信号を送信し、ＨＳ－ＤＳＣＨの再送要求
を行ない、その後、基地局１００から送信される再送データとバーチャルＩＲバッファ１
０９に保持済みのデータとを合成する処理（Ｈ－ＡＲＱ合成）を行なう。
【００３１】
　〔５〕　Ｈ－ＡＲＱ合成処理
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　図７（ａ）は再送データを正常に受信できた場合のＨ－ＡＲＱ処理を説明する図であり
、図７（ｂ）は再送データを正常に受信できなかった場合のＨ－ＡＲＱ処理を説明する図
で、ここでも、プロセス番号は「０」～「５」の繰り返しとしている。
　まず、図７（ａ）に示すように、移動局２００が、基地局１００から再送データを正常
に受信できた場合について説明する。
【００３２】
　移動局２００で、例えば、プロセス番号「０」（Process No. 0）のＨＳ－ＤＳＣＨデ
ータを受信すると、上述したように、当該受信データに対して、復調／復号化処理及びＣ
ＲＣチェックが行なわれる。そして、ＣＲＣチェック部１１２により、ＣＲＣチェックの
結果が異常であると判定された場合、移動局２００は、基地局１００に対してＨＳ－ＤＰ
ＣＣＨによりＮＡＣＫ信号をＨＳ－ＤＳＣＨの受信完了から７．５スロット後のタイミン
グ（プロセス番号「３」の１．５スロット目のタイミングに相当）にて送信する。
【００３３】
　当該ＮＡＣＫ信号を受信した基地局１００は、例えばレートマッチングパターンを変え
た送信データ（プロセス番号「０」の再送データ）をＨＳ－ＤＳＣＨにより再送し、移動
局２００では、バーチャルＩＲバッファ１０９に保持済みの受信データと当該再送データ
とを次の周期の同じプロセス番号「０」のタイミングで合成してターボ復号化処理を行な
う。なお、プロセス番号「１」（Process No. 1）の受信データについても、図７（ａ）
中に点線で示すごとく同様の方法でＨ－ＡＲＱ合成処理が行なわれる。
【００３４】
　このように、ＨＳＤＰＡにおける移動局２００では、同一プロセス番号の処理タイミン
グ（周期）で受信済みのＨＳ－ＤＳＣＨデータと再送データとを合成することで、再送デ
ータがどの受信済みデータに対応するものかを特別な処理を用いて識別することなく、対
応するＨＳ－ＤＳＣＨのデータどうしを合成することが可能となり、これにより、基地局
１００は、移動局２００からＡＣＫ信号，ＮＡＣＫ信号を受信する前に次の新規パケット
を送信することができ、伝送効率の低下を抑制するとともに、正確な合成処理を実現して
いる。
【００３５】
　〔６〕　データ受信時の課題
　ところで、例えば、基地局１００と移動局２００との間の伝播環境の悪化などにより、
ＮＡＣＫ信号が基地局１００で正常に受信できず、基地局１００から再送データ（ここで
は、プロセス番号「０」の再送データ）が送信されない場合や、移動局２００において前
記再送データを受信できない場合もある。
【００３６】
　例えば図７（ｂ）に示すように、移動局２００において、プロセス番号「０」の再送デ
ータを受信できなかった場合を想定する。
　このような場合、移動局２００は、本来再送データを合成処理するはずのプロセス番号
「０」のタイミングでは合成処理を行なわず、その後に、再送データを正常に受信できた
後の同じプロセス番号「０」のタイミングで合成処理を行なうことになる。なお、所定の
閾値を設けておいて、再送データを正常に受信できるまでの時間が前記所定の閾値を超え
た場合は、そのデータについては、合成処理をあきらめるようにすることもできる。
【００３７】
　この図７（ｂ）において、プロセス番号「１」に対応するデータについては、再送デー
タを正常に受信できているので、図７（ａ）のときと同様に、次の周期のプロセス番号「
１」のタイミングで再送データとの合成処理が行なわれる。
　次に、図８を用いて、ＣＱＩを用いた送信制御について説明する。図８は、ＣＱＩと、
トランスポートブロックサイズ，コード多重数（１～５）及び変調方式（ＱＰＳＫ，１６
－ＱＡＭ）などのパラメータとが対応付けられたＣＱＩマッピングテーブルを示す図であ
る。
【００３８】
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　基地局１００は、前記ＣＱＩマッピングテーブルに基づいて、ＣＱＩの値に応じた送信
パラメータとなるようにＨＳ－ＤＳＣＨのフォーマットを変更し、データを送信するよう
になっている。ここで、ＣＱＩの値とデータ総量との関係について着目すると、ＣＱＩの
値が小さいほどデータ総量が少なく、また、ＣＱＩの値が大きいほどデータ総量が多いこ
とが分かる。
【００３９】
　ところで、ＨＳ－ＳＣＣＨ，ＨＳ－ＤＳＣＨともに、基地局１００がデータを送信する
際の送信電力値は常に一定であるが、基地局１００と移動局２００との位置関係（距離な
ど）により、複数の移動局２００において認識される見かけ上の送信電力値はそれぞれ異
なる。そこで、移動局２００において認識される基地局１００からの送信電力値の指標と
して一般的にＳＩＲが用いられている。例えば、移動局２００が基地局１００の近傍に存
在する場合、ＳＩＲは大きくなり、一方、移動局２００が基地局１００の遠方に存在する
場合、ＳＩＲは小さくなるという特性がある。
【００４０】
　このため、通信効率を向上させるべく、移動局２００は、ＳＩＲが大きい場合は、基地
局１００に大きいＣＱＩ値を送信することにより、基地局１００から送信データをできる
だけ多く送信させるようにし、また、ＳＩＲが小さい場合は、基地局１００に小さいＣＱ
Ｉ値を送信することにより、基地局１００からの送信データ総量を小さくしてより確実に
データを送受信できるようにする。
【００４１】
　即ち、同じ送信電力値（ＳＩＲ）であれば、ＣＱＩ値が小さいほど、より誤りが起きに
くく（ブロックエラーレート（ＢＬＥＲ：BLock Error Rate）が良く）なり、ＣＱＩ値が
大きいほど、より誤りが起きやすく（ＢＬＥＲが悪く）なるのである。
　このようなことに鑑み、３ＧＰＰの基本仕様として、スタティック（Static）環境（フ
ェージングなしの環境）において、移動局２００で測定されたＨＳ－ＤＳＣＨのＢＬＥＲ
が、１０％を超えない（つまり、ＢＬＥＲ＜０．１）トランスポートブロックサイズ、コ
ード多重数、変調方式に対応するＣＱＩ値を、基地局１００に対して送信することが定義
されている。
【００４２】
　さらに、ＨＳ－ＤＳＣＨの電力値（ＰHS-DSCH）と、ＣＰＩＣＨの電力値（ＰCPICH）に
は次式（１）に示すような関係がある。
　ＰHS-DSCH＝ＰCPICH＋Γ（Γ：上位指定で固定値）　・・・（１）
　この式（１）から分かるように、ＨＳ－ＤＳＣＨの電力値と、ＣＰＩＣＨの電力値との
間には相関関係があり、ＣＰＩＣＨのＳＩＲが高い場合は、ＨＳ－ＤＳＣＨの品質が良く
ＢＬＥＲも良くなり、逆に、ＣＰＩＣＨのＳＩＲが低い場合は、ＨＳ－ＤＳＣＨのＢＬＥ
Ｒも悪くなる。
【００４３】
　そこで、ＣＱＩ値による実際の送信パラメータ制御方法としては、例えば、ＣＱＩマッ
ピングテーブルの各ＣＱＩ値と関連付けされている送信パラメータ（トランスポートブロ
ックサイズ、コード多重数、変調方式など）のそれぞれにおいて、予めスタティック環境
でＢＬＥＲ＝０．１となるようなＳＩＲを調べておき、そのＣＱＩ値とＳＩＲとを対応付
けたテーブルを保持しておく。
【００４４】
　そして、移動局２００は、ＳＩＲを測定し、前記テーブルから、ＳＩＲ測定結果に対応
するＣＱＩ値を基地局１００に対して送信し、基地局１００は、移動局２００から受信し
たＣＱＩ値により、ＣＱＩマッピングテーブルから得られるトランスポートブロックサイ
ズ以下のサイズであり、且つ、できるだけ大きなサイズのトランスポートブロックサイズ
の送信データをＨＳ－ＤＳＣＨにより移動局２００へ送信する。
【００４５】
　上述した従来技術によれば、ＨＳ－ＳＣＣＨを復号して上記各種パラメータを抽出し、
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そのパラメータを使用して、ＨＳ－ＤＳＣＨの復調、復号を行なっているが、このときＨ
Ｓ－ＳＣＣＨは、畳み込み符号化されたものを復号しており、また、ＨＳ－ＤＳＣＨは、
ターボ符号化されたものを復調、復号化している。これは、ＨＳ－ＳＣＣＨにより伝送さ
れるデータのビット長が比較的短く、ＨＳ－ＤＳＣＨにより伝送されるデータのビット長
がまちまちであることに由来する。
【００４６】
　したがって、ＨＳ－ＤＳＣＨにより伝送されるデータについては、ビット長がまちまち
であるため、レートマッチング前後の比率にもばらつきがあるので、特性が良い場合と悪
い場合がある（既述のように、レートマッチング前後の比率が小さいほど受信特性が良く
なる傾向にある）。
　これに対して、ＨＳ－ＳＣＣＨにより伝送されるデータについては、データのビット長
が一定であるために、レートマッチング前後の比率にばらつきがない。
【００４７】
　このため、例えば、あるＳＩＲで、ＨＳ－ＳＣＣＨのレートマッチング前後の比率に対
してＨＳ－ＤＳＣＨのレートマッチング前後の比率がよい（小さい）環境下においては、
ＨＳ－ＤＳＣＨについては、正常に受信できる（即ち、受信して復号した場合にＣＲＣ結
果が正常となる）が、ＨＳ－ＳＣＣＨについては、正常に受信できない（即ち、受信して
復号した場合にＣＲＣ結果が異常となる）可能性がある。つまり、通常は、ＨＳ－ＤＳＣ
ＨよりもＨＳ－ＳＣＣＨの方が良好な受信特性となるようにチャネル割当等がなされてい
るが、それぞれのチャネルデータの符号化方式やレートマッチング処理などに起因して、
これらの受信特性の優劣関係が逆転する現象が生じうるのである。
【００４８】
　このような場合、前記ＣＲＣチェック結果が異常であるＨＳ－ＳＣＣＨに対応するＨＳ
－ＤＳＣＨが正常に受信し得るものであったとしても、ＨＳ－ＤＳＣＨの受信処理そのも
のが行なわれないことになるので、伝送効率の劣化を招くという課題がある。
　本発明は、上記のような課題に鑑み創案されたもので、あるチャネル（第２チャネル）
の受信処理に関連した情報を別のチャネル（第１チャネル）で伝送する、ＨＳＤＰＡ伝送
方式などにおいて、当該第１チャネルが正常に受信できない場合でも、前記第２チャネル
を受信できるようにして、伝送効率の劣化を抑制することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００４９】
　上記の目的を達成するため、本発明では、下記の移動端末装置及び同装置における受信
制御方法並びに無線伝送システムを用いることを特徴としている。即ち、
　（１）本発明の移動端末装置は、移動端末装置から報告される受信品質に応じた伝送条
件を第１チャネルにより伝送する基地局装置を含む無線伝送システムにおいて用いられる
移動端末装置であって、前記基地局装置からの前記第１チャネルの受信処理において該基
地局装置からの前記伝送条件を取得する第１チャネル受信処理手段と、前記基地局装置か
らの信号の測定結果から取得された受信品質を前記基地局装置へ送信する受信品質送信手
段と、所定の受信品質と当該受信品質に応じた伝送条件とを予め対応付けたテーブルから
、前記受信品質送信手段により送信した前記受信品質に対応する前記伝送条件を取得する
伝送条件取得手段と、前記第１チャネル受信処理手段により得られた前記伝送条件及び前
記伝送条件取得手段により得られた前記伝送条件のうちのいずれか一方を用いて前記基地
局装置からの第２チャネルの受信処理を行なう第２チャネル受信処理手段とをそなえるこ
とを特徴としている。
【００５０】
　（２）ここで、前記第２チャネル受信処理手段は、前記基地局装置からの信号の測定結
果が閾値以下である場合、前記伝送条件取得手段により得られた前記伝送条件を用いて前
記第２チャネルの受信処理を行なうようにしてもよい。
　（３）さらに、前記受信品質送信手段により送信した前記受信品質を保持する保持手段
をさらにそなえ、前記伝送条件取得手段は、前記基地局装置からの信号の測定結果が閾値
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以下である場合、前記保持手段により保持されている前記受信品質を用いて、前記テーブ
ルから対応する前記伝送条件を取得するようにしてもよい。
【００５１】
　（４）また、前記第１チャネル受信処理手段は、前記基地局装置からの信号の測定結果
が閾値以下である場合、前記第１チャネルから前記伝送条件を取得する処理を停止される
ようにしてもよい。
【００５２】
　（５）さらに、前記第１チャネル受信処理手段は、前記基地局装置からの信号の測定結
果が閾値以下である場合、所定期間において前記第１チャネルの受信処理を停止されるよ
うにしてもよい。
　（６）また、前記第２チャネル受信処理手段は、前記基地局装置からの信号の測定結果
が閾値を超える場合、前記第１チャネル受信処理手段により得られた前記伝送条件を用い
て前記第２チャネルの受信処理を行なうようにしてもよい。
【００５３】
　（７）さらに、前記受信品質送信手段により送信する受信品質と当該受信品質を受けて
前記基地局装置が前記第１チャネルにより伝送する伝送条件との対応付けについて該基地
局装置との間で予めネゴシエーションするネゴシエーション制御部をさらにそなえて構成
されてもよい。
　（８）また、本発明の移動端末装置における受信制御方法は、移動端末装置から報告さ
れる受信品質に応じた伝送条件を第１チャネルにより伝送する基地局装置を含む無線伝送
システムにおいて用いられる前記移動端末装置における受信制御方法であって、前記基地
局装置からの受信信号の信号強度を取得し、前記取得した信号強度が閾値を超える場合、
前記基地局装置からの前記第１チャネルの受信処理において該基地局装置からの前記伝送
条件を取得し、前記取得した信号強度が閾値以下である場合、所定の受信品質と当該受信
品質に応じた伝送条件とを予め対応付けたテーブルから、当該信号強度に基づいて決めら
れる受信品質に対応する前記伝送条件を取得し、前記取得した伝送条件を用いて前記基地
局装置からの第２チャネルの受信処理を行なうことを特徴としている。
【００５４】
　（９）ここで、前記取得した信号強度が閾値以下である場合、前記第２チャネルの受信
処理に供されるハードウェア資源の動作を停止させるようにしてもよい。
　（１０）さらに、本発明の無線伝送システムは、移動端末装置と当該移動端末装置から
報告される受信品質に応じた伝送条件を第１チャネルにより伝送する基地局装置とを含む
無線伝送システムであって、前記基地局装置からの受信信号の信号強度を取得する信号強
度取得部と、前記取得した信号強度が閾値を超える場合、前記基地局装置からの前記第１
チャネルの受信処理において該基地局装置からの前記伝送条件を取得する第１伝送条件取
得部と、前記取得した信号強度が閾値以下である場合、所定の受信品質と当該受信品質に
応じた伝送条件とを予め対応付けたテーブルから、当該信号強度に基づいて決められる受
信品質に対応する前記伝送条件を取得する第２伝送条件取得部と、前記第１伝送条件取得
部または前記第２伝送条件取得部により取得された前記伝送条件を用いて前記基地局装置
からの第２チャネルの受信処理を行なう受信部と、をそなえることを特徴としている。
【発明の効果】
【００５５】
　上記本発明によれば、少なくとも次のいずれかの効果ないし利点が得られる。
　（１）移動端末装置は、基地局装置から第１チャネルにより送信された伝送条件（以下
、単に「パラメータ」ともいう）、または、所定の受信品質と当該受信品質に応じたパラ
メータとを予め対応付けたテーブルから取得したパラメータのいずれか一方を用いて第２
チャネルの受信処理を行なうので、第１チャネルの受信に失敗した場合でも、前記テーブ
ルから取得したパラメータに基づいて、新たに（今回）受信する第２チャネルの受信処理
を実施することができる。したがって、第２チャネルの取りこぼしを防止して、第２チャ
ネルによるデータ受信効率を改善することができ、ひいては、システム全体の伝送効率の
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劣化を抑制することが可能となる。
【００５６】
　（２）また、前記移動端末装置は、基地局からの信号の測定結果が閾値以下である場合
、前記テーブルから取得したパラメータを用いて第２チャネルの受信処理を行ない、それ
以外の場合は、通常の第２チャネルの受信処理を行なうようにする（つまり、テーブルか
ら取得したパラメータに基づく受信処理と通常の受信処理との選択的な受信処理を実施す
る）こともでき、この場合は、移動端末装置と基地局装置との間の通信状況に応じた適切
な受信処理を適用することが可能となり、さらなる受信特性（伝送効率）の改善が期待で
きる。
　（３）さらに、前記移動端末装置は、受信品質情報のみを保持すれば足りるようにする
ことで、より少ないメモリ容量で第２チャネルの受信処理に必要なパラメータを管理する
ことができる。
【００５７】
　（４）また、前記移動端末装置は、前記測定結果が前記閾値以下である場合に、第１チ
ャネルの受信処理を停止することもでき、この場合は、第１チャネル受信処理手段への電
力供給を停止して、消費電力を抑制することができる。
【００５８】
　（５）さらに、前記移動端末装置は、前記受信処理に関連した情報と前記受信品質情報
との対応付けについて基地局装置との間で予めネゴシエーションしておくこともでき、基
地局装置が前記受信品質情報に対してそれ以下の受信品質情報に対応する前記受信処理に
関連した情報で第１チャネルの送信を行なう場合でも、これを回避して、より確実に、第
２チャネルの取りこぼしを防止することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００５９】
　以下、本発明の実施形態について、図面を用いて説明する。
　〔Ａ〕一実施形態の説明
　図１は、本発明の一実施形態に係る移動端末装置（以下、移動局という）の要部の構成
を示すブロック図である。この図１において、移動局１は、図示しない基地局装置（ＢＴ
Ｓ）と無線により通信（ダウンリンクについてはＨＳＤＰＡによる通信）を行なうもので
、例えば、ＨＳ－ＳＣＣＨ受信部２と、ＨＳ－ＤＳＣＨ受信部３と、ＣＱＩメモリ６と、
受信制御部７と、ＨＳ－ＤＰＣＣＨ送信部１４と、ＨＳ－ＳＣＣＨパラメータ受け渡しス
イッチ１５とをそなえて構成される。
【００６０】
　ここで、ＨＳ－ＳＣＣＨ受信部（第１チャネル受信処理手段）２は、基地局装置（以下
、単に「基地局」という）から送信される制御チャネルであるＨＳ－ＳＣＣＨ（第１チャ
ネル）の受信処理（復調、復号など）を行なうもので、具体的には、ＨＳ－ＳＣＣＨの受
信信号を復調、復号してその復号結果から、データチャネルであるＨＳ－ＤＳＣＨ（第２
チャネル）の受信処理（復調及び復号処理など）に必要な情報（プロセス番号、再送／新
規インジケータ、トランスポートブロックサイズ、コード多重数、変調方式、レートマッ
チングパラメータなどの各種パラメータ）を抽出（取得）できるようになっている。
【００６１】
　ＨＳ－ＤＳＣＨ受信部３は、基地局からのＨＳ－ＤＳＣＨの受信信号について、前記Ｈ
Ｓ－ＳＣＣＨ受信部２により抽出された前記パラメータを用いて、ＨＳ－ＤＳＣＨの受信
処理を行なうものであり、このために、ＨＳ－ＤＳＣＨ復調部４と、ＨＳ－ＤＳＣＨ復号
部５とをそなえて構成される。
　ＨＳ－ＤＳＣＨ復調部４は、例えば、変調方式、コード多重数に関するパラメータを用
いてＨＳ－ＤＳＣＨの受信信号について復調処理を行なうものであり、ＨＳ－ＤＳＣＨ復
号部５は、例えば、プロセス番号、再送／新規インジケータ、トランスポートブロックサ
イズ、レートマッチング受信処理に関連したパラメータを用いてＨＳ－ＤＳＣＨの受信信
号について復号処理を行なうものである。
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【００６２】
　ＨＳ－ＤＰＣＣＨ送信部１４は、前記ＨＳ－ＤＳＣＨ受信部３によるＨＳ－ＤＳＣＨの
受信信号の受信処理結果（例えば、ＣＲＣチェック結果）が正常（ＯＫ）であればＡＣＫ
信号を、異常（ＮＧ）であればＮＡＣＫ信号をＨＳ－ＤＰＣＣＨにより基地局に対して送
信するとともに、後述するＳＩＲ測定部８によるＨＳ－ＳＣＣＨの受信ＳＩＲの測定結果
に応じたＣＱＩをＨＳ－ＤＰＣＣＨにより基地局に対して送信することができるものであ
る。
【００６３】
　ＣＱＩメモリ（保持手段；受信品質情報保持部）６は、上記ＨＳ－ＤＰＣＣＨ送信部１
４により基地局へ送信（フィードバック）されたＣＱＩ値（ＣＱＩ報告値）を受信品質情
報として保持するものであり、受信制御部７の構成要素であるＣＱＩテーブル１１は、例
えば図８に示すように、所定範囲のＣＱＩ値と、当該ＣＱＩ値に対する前記各種パラメー
タ（例えば、トランスポートブロックサイズ，コード多重数，変調方式に関する情報）と
を対応付けたデータをマッピングテーブルとして予め保持しておくもので、これらについ
てはＲＡＭ等の所要の記憶装置（ＣＱＩメモリ６、ＣＱＩテーブル１１に専用であっても
よいし、移動局１全体で共用でもよい）を用いて実現することができる。
【００６４】
　つまり、本例では、ＣＱＩテーブル１１を用意することで、ＣＱＩメモリ６にＣＱＩ報
告値に応じて変化する（つまりは、基地局との間の受信品質（ＳＩＲ）に応じて変化する
）前記各種パラメータそのものを保持するのではなく、ＣＱＩテーブル１１にて予め当該
パラメータとの対応付けがなされている情報（ＣＱＩ報告値）を保持するだけで、ＣＱＩ
メモリ６に必要な容量を最小限に抑制しつつ、前記各種パラメータを保持していることと
等価な構成を実現しているのである。もっとも、ＣＱＩ値の代わりに前記各種パラメータ
そのものをＣＱＩメモリ６に保持してもよい（この場合、ＣＱＩテーブル１１は不用にな
る）が、メモリ容量削減の観点からは本例のようにＣＱＩ値のみを保持するようにした方
が好ましい。
【００６５】
　ＨＳ－ＳＣＣＨパラメータ受け渡しスイッチ１５は、前記ＨＳ－ＳＣＣＨ受信部２によ
るＨＳ－ＳＣＣＨの受信信号の受信処理（復調及び復号処理）結果から得られる前記パラ
メータと、ＣＱＩ報告値に基づいて前記ＣＱＩテーブル１１に保持される前記パラメータ
とを、ＨＳ－ＤＳＣＨの受信処理（復調及び復号処理など）に必要な前記パラメータとし
て前記ＨＳ－ＤＳＣＨ受信部３に選択的に受け渡すもので、後述するように、ＳＩＲ測定
部８，ＳＩＲ比較部９，制御部１２による、移動局１と基地局との間の受信品質（ＳＩＲ
値）と所定の閾値との比較判定処理結果に基づいて選択的受け渡しが制御されるようにな
っている。
【００６６】
　具体的に、本例では、移動局１と基地局との間のＳＩＲ値が前記所定の閾値よりも大き
い場合には、ＨＳ－ＳＣＣＨ受信部２から得られるパラメータをＨＳ―ＤＳＣＨ受信部３
に受け渡し、そうでない場合には、ＣＱＩメモリ６に保持されるＣＱＩ値に対応する過去
のＨＳ－ＳＣＣＨの復号結果（パラメータ）をＨＳ－ＤＳＣＨ受信部３に受け渡すように
なっている。
【００６７】
　受信制御部７は、少なくともＨＳ－ＳＣＣＨ及びＨＳ－ＤＳＣＨの受信処理を制御する
もので、本例では、前記のＣＱＩテーブル１１のほか、図１中に示すように、例えば、Ｓ
ＩＲ測定部８と、ＳＩＲ比較部９と、ＨＳ－ＳＣＣＨ受信停止部１０と、制御部１２と、
ネゴシエーション制御部１３とをさらにそなえて構成される。
　ここで、ＳＩＲ測定部（受信品質測定部）８は、移動局１と基地局との間の受信品質を
測定するもので、例えば、ＨＳ－ＳＣＣＨ受信部２により受信されたＨＳ－ＳＣＣＨの受
信信号のＳＩＲを前記受信品質情報として測定するようになっている。なお、ＳＩＲ測定
部８は、当然、ＨＳ－ＤＳＣＨの受信信号のＳＩＲを前記受信品質情報として測定するこ
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ともできる。
【００６８】
　ＳＩＲ比較部９は、前記ＳＩＲ測定部８によるＳＩＲ測定結果が所定の閾値以下かどう
かを比較、判定するもので、本例では、前記ＳＩＲ測定結果が前記閾値以下であれば、Ｈ
Ｓ－ＳＣＣＨ受信停止部１０によってＨＳ－ＳＣＣＨ受信部２によるＨＳ－ＳＣＣＨの受
信処理が停止されるようになっている。
　ＨＳ－ＳＣＣＨ受信停止部１０は、前記ＳＩＲ比較部９による比較の結果、前記ＳＩＲ
測定結果が前記閾値以下である場合、ＨＳ－ＤＳＣＨ受信部３では、ＣＱＩメモリ６に保
持されたＣＱＩ値に対応する過去のＨＳ－ＳＣＣＨの復号結果（パラメータ）に基づく受
信処理を実施する（新たに受信する（今回の）受信ＨＳ－ＳＣＣＨの復号結果は不要であ
る）ため、ＨＳ－ＳＣＣＨ受信部２の受信処理は停止させる制御を行ない、逆に、前記Ｓ
ＩＲ測定結果が前記所定の閾値よりも大きい場合は、通常通り、ＨＳ－ＳＣＣＨ受信部２
による本来の受信処理（新たに受信する（今回の）受信ＨＳ－ＳＣＣＨの復号結果（パラ
メータ）を用いた受信処理）を実施させる制御を行なうものである。なお、ＨＳ－ＳＣＣ
Ｈ受信部２の受信処理を停止させる場合には、ＨＳ－ＳＣＣＨ受信部２への供給電流を断
つこともできるので、消費電力を抑制することができる。
【００６９】
　制御部１２は、前記ＨＳ－ＤＳＣＨ受信部３による受信処理結果（ＣＲＣチェックのＯ
Ｋ／ＮＧ）をＨＳ－ＤＰＣＣＨ送信部１４へＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号の生成、送信のために
提供するなどの、ＨＳＤＰＡ方式における標準機能を具備するほか、少なくとも前記のＨ
Ｓ－ＳＣＣＨ受信部２，ＨＳ－ＤＳＣＨ受信部３，ＣＱＩメモリ６及びＨＳ－ＤＰＣＣＨ
送信部１４を制御することにより、ＨＳ－ＳＣＣＨ及びＨＳ－ＤＳＣＨの受信処理（動作
モード）を制御、即ち、新たに受信した（今回の）ＨＳ－ＳＣＣＨから取得したパラメー
タを用いた通常のＨＳ－ＤＳＣＨの受信処理（これを「通常モード」という）と、ＣＱＩ
メモリ６に保持されたＣＱＩ値に対応する過去のパラメータを用いたＨＳ－ＤＳＣＨの受
信処理（これを「過去パラメータ動作モード」という）とを選択制御するもので、そのた
めに、例えば下記の機能を具備している。
【００７０】
　（１）ＳＩＲ比較部９により前記ＳＩＲ測定結果前記閾値以下であると判定された場合
に、ＨＳ－ＤＳＣＨ受信部３による受信処理を前記過去パラメータ動作モードに設定し、
そうでない場合に、ＨＳ－ＤＳＣＨ受信部３による受信処理を通常モードに設定するモー
ド設定機能
　（２）過去パラメータ動作モード時において、ＣＱＩメモリ６に保持されたＣＱＩ値に
対応するパラメータをＣＱＩテーブル１１から表引き（検索）して取得するパラメータ表
引き機能
　（３）通常モード時において、新たに受信したＨＳ－ＳＣＣＨから取得されたパラメー
タを、過去パラメータ動作モード時において、ＣＱＩテーブル１１から取得した過去のパ
ラメータを、それぞれＨＳ－ＤＳＣＨの受信処理のためにＨＳ－ＤＳＣＨ受信部３へ提供
するパラメータ転送機能
　（４）過去パラメータ動作モード時において、ＨＳ－ＳＣＣＨ受信停止部１０によって
、ＨＳ－ＳＣＣＨの受信処理を停止させるＨＳ－ＳＣＣＨ受信処理停止制御機能
　（５）前記ＨＳ－ＳＣＣＨ受信部２にて過去に受信（復調、復号）に成功した受信処理
結果（プロセス番号）から、ＨＳ－ＤＳＣＨ受信部３によるＨＳ－ＤＳＣＨの受信処理タ
イミング（前述した周期的なプロセス番号）を検出して、ＨＳ－ＤＳＣＨ受信部３に与え
る（通知する）プロセス番号通知機能
　なお、上記（４）のＨＳ－ＳＣＣＨ受信処理停止制御機能は、過去パラメータ動作モー
ド時において、ＨＳ－ＳＣＣＨ受信処理部２への電力供給を停止して、消費電力を抑制す
ることを目的として装備されるものであって、必須要件ではない（オプションマターであ
る）。
【００７１】
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　ネゴシエーション制御部１３は、基地局へのＣＱＩ報告値に対して当該基地局からＨＳ
－ＳＣＣＨにより移動局１へ送信すべき前記受信処理に関連した取り決め（ネゴシエーシ
ョン）を基地局との間で行なうためのものである。なお、当該ネゴシエーション制御部１
３は、基地局がＣＱＩ報告値に対してそれ以下のＣＱＩ値に対応するパラメータでＨＳ－
ＳＣＣＨの送信を行なう場合がある（つまり、ＣＱＩ報告値に対してＣＱＩテーブル１１
でのパラメータとの対応関係が一致しない場合がある）ため、これを回避して、より確実
に、ＨＳ－ＤＳＣＨの取りこぼしを防止できるようにすることを目的として装備されるも
のであって、必須要件ではない（オプションマターである）。
【００７２】
　以下、上述のごとく構成された本実施形態の移動局の動作（受信制御方法）について、
図２及び図３を用いて説明する。なお、図２はＨＳ－ＳＣＣＨ及びＨＳ－ＤＳＣＨの受信
処理のタイミングについて示したタイミングチャートであり、図３は本受信制御方法の処
理フローについて示したフローチャートである。以下ここでは、説明の簡単化のために、
プロセス番号「１」の受信データについてのみ説明するが、他のプロセス番号の受信デー
タについても同様の受信制御が行なわれる。
【００７３】
　まず、受信制御部７は、プロセス番号「１」の受信データの受信処理を開始する前に、
ＨＳ－ＳＣＣＨ受信部２がＨＳ－ＳＣＣＨの受信処理を行なうように設定されているかど
うか（つまり、動作モードが通常モードか過去パラメータ動作モードか）を判定する（図
３のステップＳ１）。
　その結果、例えば、ＨＳ－ＳＣＣＨ受信部２がＨＳ－ＳＣＣＨの受信処理を行なうよう
に設定されている（通常モード）と判定したとすると（図３のステップＳ１のｙｅｓルー
ト）、図２のプロセス番号「１」のスロット番号＃０～＃２において、ＨＳ―ＳＣＣＨ受
信部２が、基地局から送信されたＨＳ－ＳＣＣＨを受信し（図３のステップＳ２）、ＨＳ
－ＳＣＣＨの前半部に含まれるＸueを抽出して、このＨＳ－ＳＣＣＨが自局１宛のもので
あるかどうかをプロセス番号「１」のスロット番号＃１において判定する（図３のステッ
プＳ３，Ｓ４）。
【００７４】
　そして、自局１宛のＨＳ－ＳＣＣＨであれば（図３のステップＳ４のｙｅｓルート）、
ＨＳ－ＳＣＣＨ受信部２は、当該受信ＨＳ－ＳＣＣＨの後半部から、変調方式、コード多
重数パラメータなどのＨＳ－ＤＳＣＨ復調用のパラメータと、トランスポートブロックサ
イズ、レートマッチングパラメータなどのＨＳ－ＤＳＣＨ復号用の各種パラメータとを抽
出して（図３のステップＳ５，Ｓ６）、図２に示す次のプロセス番号「２」のスロット番
号＃０において、前記ＨＳ－ＳＣＣＨの受信から２スロット遅れで受信されるＨＳ－ＤＳ
ＣＨについての復調及び復号設定を行なう。なお、このとき抽出されたパラメータは、Ｃ
ＱＩメモリ６に保持される。一方、自局１宛のＨＳ－ＳＣＣＨでない場合は（図３のステ
ップＳ４のｎｏルート）、ＨＳ－ＳＣＣＨ受信部２は、当該ＨＳ－ＳＣＣＨの後半部及び
対応するＨＳ－ＤＳＣＨの受信処理は行なわない（図３のステップＳ２～Ｓ４）。
【００７５】
　その後、前記ＨＳ－ＳＣＣＨの受信開始から２スロット遅れて、即ち、図２に示すプロ
セス番号「１」のスロット番号＃２～プロセス番号「２」のスロット番号＃１において、
ＨＳ－ＤＳＣＨ受信部３によりＨＳ－ＤＳＣＨが受信されると（図３のステップＳ８）、
本通常モードでは、ＨＳ－ＳＣＣＨパラメータ受け渡しスイッチ１５がＨＳ－ＳＣＣＨ受
信部２により新たに受信したＨＳ－ＳＣＣＨから抽出したパラメータをＨＳ－ＤＳＣＨ受
信部３に受け渡すように受信制御部７（制御部１２）によって制御され、ＨＳ－ＤＳＣＨ
受信部３は、次のプロセス番号「３」のスロット番号＃０において、前記パラメータに従
って、当該受信ＨＳ－ＤＳＣＨの復調処理を行ない、また、プロセス番号「３」のスロッ
ト番号＃０～プロセス番号「４」のスロット番号＃０において、当該受信ＨＳ－ＤＳＣＨ
の復号処理を行なう（図３のステップＳ９）。
【００７６】
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　このように、本例の通常モードでは、ＨＳ－ＳＣＣＨ受信部２が新たに受信したＨＳ－
ＳＣＣＨから抽出したパラメータが、ＨＳ－ＳＣＣＨパラメータ受け渡しスイッチ１５の
パラメータ転送機能によりＨＳ－ＤＳＣＨ受信部３に渡されて、対応するＨＳ－ＤＳＣＨ
の受信処理を行なう。
　その後、ＳＩＲ測定部８が、例えば、前記ＨＳ－ＳＣＣＨ受信部２により受信されたＨ
Ｓ－ＳＣＣＨの受信信号のＳＩＲを、移動局１と基地局との間の受信品質として測定し（
図３のステップＳ１０）、さらに、ＳＩＲ比較部９が、前記ＳＩＲ測定部８によるＳＩＲ
測定結果が所定の閾値以下かどうかを比較、判定する（図３のステップＳ１１）。
【００７７】
　ＳＩＲ測定結果が前記所定の閾値よりも大きいと判定した場合は（図３のステップＳ１
１のｎｏルート）、受信制御部７（制御部１２）は、ＨＳ－ＳＣＣＨ受信停止部１０の動
作モードを通常モードに設定し、それまで通り、ＨＳ－ＳＣＣＨ及びＨＳ－ＤＳＣＨ受信
処理を行なうようにする（図３のステップＳ１３）。即ち、ＨＳ－ＳＣＣＨ受信部２によ
る本来の受信処理（新たに受信する受信ＨＳ－ＳＣＣＨの復号結果（パラメータ）を用い
た受信処理）を実施させる制御を行なう。
【００７８】
　一方、ＳＩＲ測定結果が前記所定の閾値以下であると判定した場合は（図３のステップ
Ｓ１１のｙｅｓルート）、受信制御部７（制御部１２）は、動作モードを過去パラメータ
動作モードに設定し、さらに、ＨＳ－ＳＣＣＨ受信処理停止制御機能によって、ＨＳ－Ｓ
ＣＣＨ受信部２のＨＳ－ＳＣＣＨ受信処理を停止制御する（図３のステップＳ１２）。
　このとき、受信制御部７（制御部１２）は、ＨＳ－ＳＣＣＨパラメータ受け渡しスイッ
チ１５を制御して、ＣＱＩメモリ６に保持されたＣＱＩ値に対応する過去のＨＳ－ＳＣＣ
Ｈの復号結果（パラメータ）をＨＳ－ＤＳＣＨ受信部３に渡し、ＨＳ－ＤＳＣＨ受信部３
では、その過去のＨＳ－ＳＣＣＨの復号結果（パラメータ）に基づくＨＳ－ＤＳＣＨの受
信処理を実施する。なお、本処理フローの説明においては、ＳＩＲ測定結果が、前記所定
の閾値以下であり、ＨＳ－ＳＣＣＨ受信停止部１０により、ＨＳ－ＳＣＣＨ受信部２のＨ
Ｓ－ＳＣＣＨ受信処理が停止された例を前提に以下説明を続けることとする。
【００７９】
　ここで、ＨＳ－ＤＳＣＨ受信部３により復号されたＨＳ－ＤＳＣＨのＣＲＣチェック部
（図示省略）によるＣＲＣチェック結果が正常であれば、ＨＳ－ＤＰＣＣＨ送信部１４が
基地局に対してＡＣＫ信号を送信し、そうでない場合は、基地局に対してＮＡＣＫ信号を
送信してＨＳ－ＤＳＣＨの再送要求を行なう（図３のステップＳ１４）。また、ＨＳ－Ｄ
ＰＣＣＨ送信部１４は、新たに受信する（今回の）ＨＳ－ＤＳＣＨの受信処理に基づき、
ＣＱＩ値をＣＱＩメモリ６に保持させる（図３のステップＳ１５）。
【００８０】
　その後、受信制御部７は、次の受信データの受信処理を開始する前に、ＨＳ－ＳＣＣＨ
受信部２がＨＳ－ＳＣＣＨの受信処理を行なうように設定されているかどうか（つまり、
通常モードであるかどうか）を再度判定する（図３のステップＳ１）が、このとき、前回
のＨＳ－ＳＣＣＨ受信処理（図２のプロセス番号「１」のスロット番号＃０～＃２参照）
における、自局１と基地局との間のＳＩＲ測定結果が前記所定の閾値以下であったため、
既に、動作モードが過去パラメータ動作モードに設定されている（図３のステップＳ１の
ｎｏルート）。
【００８１】
　即ち、今回も基地局からＨＳ－ＳＣＣＨのデータが送信されてくるが、ＨＳ－ＳＣＣＨ
受信部２によるＨＳ－ＳＣＣＨの受信処理は行なわれない（図２のプロセス番号「１」の
スロット番号＃０’～＃２’の点線枠部分）。
　このように、動作モードが過去パラメータ動作モードである場合、ＨＳ－ＤＳＣＨの復
調及び復号処理に必要なパラメータについては、制御部１２が、ＣＱＩメモリ６に保持さ
れた前回のＣＱＩ値に対応するパラメータをＣＱＩテーブル１１から表引きして取得する
（パラメータ表引き機能）。
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【００８２】
　取得した過去のパラメータは、ＨＳ－ＳＣＣＨ受け渡しスイッチ１５を通じて、それぞ
れＨＳ－ＤＳＣＨの受信処理のためにＨＳ－ＤＳＣＨ受信部３へ提供される（図３のステ
ップＳ７）。
　このように、本例の過去パラメータ動作モードでは、前記ＣＱＩテーブル１１から取得
した過去のパラメータが、ＨＳ－ＤＳＣＨ受信部３に渡されて、対応するＨＳ－ＤＳＣＨ
の受信処理を行なう。
【００８３】
　その後、制御部１２が、前記ＨＳ－ＳＣＣＨ受信部２にて過去に受信（復調、復号）に
成功した受信処理結果（プロセス番号）から、ＨＳ－ＤＳＣＨの受信処理タイミングを検
出して、ＨＳ－ＤＳＣＨ受信部３に通知する（プロセス番号通知機能）。
　これにより、ＨＳ－ＤＳＣＨ受信部３は、ＨＳ－ＳＣＣＨ受信部２で通常のＨＳ－ＳＣ
ＣＨ受信処理が行なわれない（動作モードが過去パラメータ動作モードである）場合にお
いても、ＨＳ－ＤＳＣＨのデータの受信タイミングを正確に把握して、正確なＨＳ－ＤＳ
ＣＨ受信処理を行なうことができる。
【００８４】
　即ち、上記のプロセス番号通知機能は、少なくともＨＳ－ＳＣＣＨ受信処理結果からＨ
Ｓ－ＤＳＣＨの受信タイミングを得ることができない場合に、ＨＳ－ＤＳＣＨの受信信号
を受信してから、ＨＳ－ＤＰＣＣＨのデータを送信し、再びＨＳ－ＤＳＣＨの受信信号を
受信するまでの間隔、例えば６プロセス周期（プロセス番号「０」～「５」の繰り返し）
での間隔を検出することで容易に各プロセスのタイミング推定をすることができる。
【００８５】
　なお、上記パラメータの内、例えば再送／新規インジケータについては、同様に６プロ
セス毎に自局１がＡＣＫ信号を送信していたか、ＮＡＣＫ信号を送信していたかを検出す
ることで容易に判別することができる。即ち、前回（６プロセス前）のＨＳ－ＤＳＣＨ受
信処理結果においてＣＲＣチェックが正常で、ＡＣＫ信号を送信していた場合には、新た
に受信する（今回の）ＨＳ－ＤＳＣＨ受信信号を新規分とみなし、逆に、前回（６プロセ
ス前）の受信処理結果においてＣＲＣチェックが異常で、ＮＡＣＫ信号を送信していた場
合には、新たに受信する（今回の）ＨＳ－ＤＳＣＨ受信信号を再送分とみなすことができ
る。
【００８６】
　さらに、上記パラメータの内、例えばレートマッチングパラメータについても、前記再
送／新規インジケータに基づき、新規データの受信であれば組織ビット優先で、再送デー
タの受信であれば組織ビット非優先となるのが一般的であることから容易に推定すること
が可能となる。
　また、例えば、ある時点で、前記ＳＩＲ比較部９により、前記ＳＩＲ測定結果が前記所
定の閾値を超えたと判定された場合には、モード設定機能により動作モードが通常モード
へと移行されて、ＨＳ－ＳＣＣＨ受信部２によるＨＳ－ＳＣＣＨ受信処理が再開される。
【００８７】
　さらに、図３には図示しないが、ネゴシエーション制御部１３により、基地局へのＣＱ
Ｉ報告値に対して当該基地局からＨＳ－ＳＣＣＨにより移動局１へ送信すべき前記パラメ
ータ（トランスポートブロックサイズ、変調方式、コード多重数など）に関する取り決め
（ネゴシエーション）を予め基地局との間で行なうこともできる。
　具体的には、ネゴシエーション制御部１３が、移動局１と基地局との間で上記ＨＳＤＰ
Ａによる通信が始まる前に、例えば個別制御チャンネル（ＤＣＣ：Dedicated Control Ch
annel）を使用して、基地局が、移動局１から送信されるＣＱＩに対応するパラメータを
一意に決定してＨＳ－ＤＳＣＨのデータを送信する（ＣＱＩテーブル固定ネゴシエーショ
ンを行なう）ようにする。
【００８８】
　これにより、基地局がＣＱＩ報告値に対してそれ以下のＣＱＩ値に対応するパラメータ



(18) JP 4734186 B2 2011.7.27

10

20

30

40

50

でＨＳ－ＳＣＣＨの送信を行なうことを回避することができる（ＣＱＩテーブル１１との
整合性を確保することができる）ので、より確実に、ＨＳ－ＤＳＣＨの取りこぼしを防止
できる。
　以上、本発明の一実施形態について詳細に説明したが、本発明は上記の実施形態に限定
されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲において任意に変形して実施するこ
とができる。
【００８９】
　例えば、上記実施形態では、パラメータ表引き機能により、ＣＱＩメモリ６に保持され
るＣＱＩ値とＣＱＩテーブル１１とによりパラメータを表引きして、ＨＳ－ＤＳＣＨ受信
部３にパラメータを提供しているが、過去に受信したＨＳ－ＳＣＣＨの受信信号から抽出
されたパラメータそのものをＣＱＩメモリ６に保持しておき、それを用いてＨＳ－ＤＳＣ
Ｈの受信処理を行なうこともできる。
【００９０】
　また、前記ネゴシエーションを行なわない場合において、例えば、基地局から移動局１
に送信するデータ量が、ＣＱＩテーブル１１に対応するトランスポートブロックサイズよ
りも小さい場合、同一セル内のユーザ数の変動などの通信環境の変化によりトランスポー
トブロックサイズ、変調方式、コード多重数などのパラメータが、ＣＱＩテーブル１１に
対応していないパラメータとなる可能性があるが、その場合でも、ＣＱＩテーブル１１に
対応するトランスポートブロックサイズ、変調方式、コード多重数が確率的に最も高いフ
ォーマットの組み合わせとなるから、大きな問題にはならない。
【００９１】
　さらに、上記実施形態では、ＳＩＲ測定結果が所定の閾値を超えたと判定された場合に
、モード設定機能により動作モードを通常モードへと切り換えて、ＨＳ－ＳＣＣＨ受信部
２によるＨＳ－ＳＣＣＨ受信処理を有効にするように制御していたが、ＨＳ－ＳＣＣＨ受
信処理を初めて実施する場合に動作モードを通常モードへと切り換えるようにすることも
できる。また、ＳＩＲ測定結果には関係なく、定期的に通常モードへと切り換えて（定期
的にＨＳ－ＳＣＣＨ受信部２がＨＳ－ＳＣＣＨ受信処理を実施するようにして）、ＣＱＩ
メモリ６やＣＱＩテーブル１１の保持内容を定期的に更新することもできる。このように
すれば、ＣＱＩメモリ６やＣＱＩテーブル１１の保持内容を通信状況の変化に応じて信頼
性の高いものにすることができる。
【００９２】
　また、上記実施形態では、ＳＩＲ測定結果に基づいて動作モードを切り換えて制御して
いたが、ＨＳ－ＤＳＣＨのレートマッチング前後の比率に基づいて、動作モードの切り換
えを制御することもできる。
　即ち、例えば、ＨＳ－ＤＳＣＨのレートマッチング前後の比率が低く、ＨＳ－ＳＣＣＨ
に比べてＨＳ－ＤＳＣＨの方が受信に成功する確率が高い状況下でのみ動作モードを過去
パラメータ動作モードに切り換えて制御し、逆に、ＨＳ－ＤＳＣＨのレートマッチング前
後の比率が高く、ＨＳ－ＳＣＣＨの受信が失敗する確率とＨＳ－ＤＳＣＨの受信が失敗す
る確率とが同程度であるような場合には、いずれの動作モードに設定してもよいが、通常
モードに設定した場合は、上述したようにＣＱＩメモリ６やＣＱＩテーブル１１の保持内
容を定期的に更新でき、また、過去パラメータ動作モードに設定した場合は、ＨＳ－ＳＣ
ＣＨ受信部２でのＨＳ－ＳＣＣＨ受信処理を停止するので、全体の消費電力を抑制するこ
とができる。
【００９３】
　ただし、ＨＳ－ＳＣＣＨについては、レートマッチング前後の比率はほぼ一定であるの
で、単純に基地局と移動局１との間のＳＩＲが低い場合は、ＨＳ－ＳＣＣＨの受信に失敗
する確率が大きく、そうでない場合は、ＨＳ－ＳＣＣＨの受信に成功する可能性が大きい
。しかしながら、ＨＳ－ＤＳＣＨについては、基地局と移動局１との間のＳＩＲが低く、
ＣＱＩ値が小さい場合、ＨＳ－ＤＳＣＨのレートマッチング前後の比率も低くなり、ＨＳ
－ＤＳＣＨの受信に成功する可能性が大きくなるが、逆に、ＳＩＲが高く、ＣＱＩ値が大
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きい場合には、ＨＳ－ＤＳＣＨのレートマッチング前後の比率も高くなり、ＨＳ－ＤＳＣ
Ｈの受信に失敗する可能性が大きくなる。
【００９４】
　したがって、相対的にＳＩＲが低くＣＱＩ値が小さくなるような通信環境においては、
積極的にＨＳ－ＳＣＣＨの受信処理を停止する（動作モードを過去パラメータ動作モード
へと切り換える）ことにより、通信システムの伝送効率を向上させることができる。
　〔Ｂ〕付記
　（付記１）
　基地局装置からの第１チャネルの受信処理を行なうとともに該基地局装置からの第２チ
ャネルの受信処理に関連した情報を取得する第１チャネル受信処理手段と、
　該第１チャネル受信処理手段により得られた前記受信処理に関連した情報を用いて前記
第２チャネルの受信処理を行なう第２チャネル受信処理手段と、
　該第１チャネル受信処理手段により得られた前記受信処理に関連した情報を保持する保
持手段と、
　該第２チャネル受信処理手段が、該保持手段に保持された前記受信処理に関連した情報
を用いて、新たに受信する第２チャネルの受信処理を実施すべく、前記の各チャネル受信
処理手段及び保持手段を制御する受信制御手段とをそなえたことを特徴とする、移動端末
装置。
【００９５】
　（付記２）
　該受信制御手段が、
　該第１チャネル受信処理手段による過去の受信処理結果により定まるタイミングに基づ
いて、該第２チャネル受信処理手段による前記受信処理が実施されるように前記制御を行
なうことを特徴とする、付記１記載の移動端末装置。
【００９６】
　（付記３）
　該保持手段が、
　該基地局装置との間の受信品質に応じて変化する前記受信処理に関連した情報と対応付
けられた受信品質情報であって、該基地局装置へ送信した受信品質情報を前記受信処理に
関連した情報として保持する受信品質情報保持部として構成されるとともに、
　該受信制御手段が、
　前記受信処理に関連した情報と前記受信品質情報とを対応付けたテーブルと、
　該保持手段に保持された前記受信品質情報に対応する前記受信処理に関連した情報を該
テーブルから取得して該第２チャネル受信処理手段での前記受信処理に用いるべき情報と
して出力する制御部とをそなえて構成されたことを特徴とする、付記１又は２に記載の移
動端末装置。
【００９７】
　（付記４）
　該受信制御手段が、
　該基地局装置との間の受信品質を測定する受信品質測定部と、
　該受信品質測定部による測定結果が所定の閾値以下か否かを判定する受信品質判定部と
をそなえ、
　該制御部が、
　該受信品質判定部にて前記測定結果が前記閾値以下であると判定された場合に、前記受
信処理に関連した情報を該第２チャネル受信処理手段へ出力することを特徴とする、付記
３記載の移動端末装置。
【００９８】
　（付記５）
　該受信制御手段が、
　該受信品質判定部にて前記測定結果が前記閾値以下であると判定されると、該第１チャ
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ネル受信処理手段による受信処理を停止する第１チャネル受信処理停止制御部をそなえた
ことを特徴とする、付記４記載の移動端末装置。
【００９９】
　（付記６）
　該受信制御手段が、
　該受信品質判定部にて前記測定結果が前記閾値を超えていると判定された場合に、該第
２チャネル受信処理手段が、該第１チャネル受信処理手段により得られた前記受信処理に
関連した情報を用いて、新規の第２チャネルの受信処理を実施すべく、前記の各チャネル
受信処理手段及び保持手段を制御することを特徴とする、付記４又は５に記載の移動端末
装置。
【０１００】
　（付記７）
　該受信制御手段が、
　前記受信処理に関連した情報と前記受信品質情報との対応付けについて該基地局装置と
の間で予めネゴシエーションするネゴシエーション制御部をそなえたことを特徴とする、
付記３又は４に記載の移動端末装置。
【０１０１】
　（付記８）
　基地局装置からの第１チャネルの受信処理を行なうとともに該基地局装置からの第２チ
ャネルの受信処理に関連した情報を取得する第１チャネル受信処理過程と、
　該第１チャネル受信処理過程により得られた前記受信処理に関連した情報を用いて前記
第２チャネルの受信処理を行なう第２チャネル受信処理過程と、
　該第１チャネル受信処理手段により得られた前記受信処理に関連した情報を保持する保
持過程と、
　該第２チャネル受信処理過程において、該保持過程で保持された前記受信処理に関連し
た情報を用いて、新たに受信する第２チャネルの受信処理が実施されるように、前記の各
チャネル受信処理過程及び保持過程を制御する受信制御過程とを有することを特徴とする
、移動端末装置における受信制御方法。
【０１０２】
　（付記９）
　該受信制御過程において、
　該第１チャネル受信処理過程による過去の受信処理結果により定まるタイミングに基づ
いて、該第２チャネル受信処理過程による前記受信処理が実施されるように前記制御を行
なうことを特徴とする、付記８記載の移動端末装置における受信制御方法。
【０１０３】
　（付記１０）
　該保持過程において、
　該基地局装置との間の受信品質に応じて変化する前記受信処理に関連した情報と対応付
けられた受信品質情報であって、該基地局装置へ送信した受信品質情報を前記受信処理に
関連した情報として保持しておき、
　該受信制御過程において、
　該保持過程で保持した前記受信品質情報に対応する前記受信処理に関連した情報を、前
記受信処理に関連した情報と前記受信品質情報とを対応付けたテーブルから取得して該第
２チャネル受信処理過程での前記受信処理に用いることを特徴とする、付記８又は９に記
載の移動端末装置における受信制御方法。
【０１０４】
　（付記１１）
　該受信制御過程において、
　該基地局装置との間の受信品質を測定し、
　その測定結果が所定の閾値以下か否かを判定し、
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　その測定結果が前記閾値以下であると判定された場合に、前記受信処理に関連した情報
を該第２チャネル受信処理過程による前記受信処理に用いることを特徴とする、付記１０
記載の移動端末装置における受信制御方法。
【０１０５】
　（付記１２）
　該受信制御過程において、
　前記測定結果が前記閾値以下であると判定されると、該第１チャネル受信処理過程によ
る受信処理を停止することを特徴とする、付記１１記載の移動端末装置における受信制御
方法。
【０１０６】
　（付記１３）
　該受信制御過程において、
　前記測定結果が前記閾値を超えていると判定された場合に、該第２チャネル受信処理過
程が、該第１チャネル受信処理過程により得られた前記受信処理に関連した情報を用いて
、新規の第２チャネルの受信処理を実施することを特徴とする、付記１１又は１２に記載
の移動端末装置における受信制御方法。
【０１０７】
　（付記１４）
　該受信制御過程において、
　前記受信処理に関連した情報と前記受信品質情報との対応付けについて該基地局装置と
の間で予めネゴシエーションすることを特徴とする、付記１０又は１１に記載の移動端末
装置における受信制御方法。
【図面の簡単な説明】
【０１０８】
【図１】本発明の一実施形態に係る移動端末装置（移動局）の要部の構成を示すブロック
図である。
【図２】本発明の一実施形態に係る受信制御方法を説明するためのタイミングチャートで
ある。
【図３】本発明の一実施形態に係る受信制御方法を説明するためのフローチャートである
。
【図４】ＨＳＤＰＡにおけるチャネル構成を示す図である。
【図５】基地局における従来の送信処理及び移動端末装置における受信処理を説明するた
めのブロック図である。
【図６】従来の受信制御方法を説明するためのタイミングチャートである。
【図７】（ａ）は再送データを正常に受信できた場合のＨ－ＡＲＱ処理を説明する図であ
り、（ｂ）は再送データを受信できなかった場合のＨ－ＡＲＱ処理を説明する図である。
【図８】ＣＱＩマッピングテーブルを示す図である。
【図９】ＨＳＤＰＡにおける送信側及び受信側の動作を模式的に示す図である。
【符号の説明】
【０１０９】
１　移動局
２　ＨＳ－ＳＣＣＨ受信部
３　ＨＳ―ＤＳＣＨ受信部
４　ＨＳ－ＤＳＣＨ復調部
５　ＨＳ－ＤＳＣＨ復号部
６　ＣＱＩメモリ
７　受信制御部
８　ＳＩＲ測定部
９　ＳＩＲ比較部
１０　ＨＳ－ＳＣＣＨ受信停止部
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１１　ＣＱＩテーブル
１２　制御部
１３　ネゴシエーション制御部
１４　ＨＳ－ＤＰＣＣＨ送信部
１５　ＨＳ－ＳＣＣＨパラメータ受け渡しスイッチ

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】
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